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編
集
部
註
太
尾
城
は
神
東
郡
陰
山
郷
太
尾
村
（
現
姫
路
市
豊
富
町
太
尾
）
に
あ
り
、
播
陽
古
城
記
に
は
城
主
に
太
尾
兵

庫
頭
与
次
の
名
が
み
え
る
。

序
に
か
え
て

４
Ｆ
Ｉ
イ
ー
え
も
利
ハ

ー

拝
啓
山
名
赤
松
両
氏
供
養
塔
建
立
問
題
に
付
き
種
々
御
配
慮
賜
わ
り
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

拙
宅
は
国
侍
に
て
赤
松
の
幕
下
で
あ
り
祖
先
よ
り
七
代
迄
は
太
尾
姓
と
云
う
事

に
な
っ
て
居
り
ま
す
が
内
容
は
全
然
分
り
ま
せ
ん
。
酒
井
姫
路
藩
公
に
仕
え
る
迄

は
榊
原
藩
公
に
仕
官
し
て
居
り
ま
し
た
。
以
上
の
状
況
で
す
の
で
会
友
と
し
て
寸

志
を
寄
附
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
甚
だ
延
引
且
些
少
に
て
失
礼
で
す
が
御
了
承
願
い

一
。

上
げ
ま
す
。三

月
三
日

『

三一＝



平
成
二
年
五
月
二
十
六
日
。
こ
の
日
は
赤
松
・
山
名
両
氏
の
歴
史
に
新
し
く
一
頁
を
加
え
る
記
念
日
と

な
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

顧
み
ま
す
と
両
氏
は
、
村
上
源
氏
赤
松
氏
と
清
和
源
氏
山
名
氏
、
南
北
朝
時
代
の
南
と
北
、
共
に
室
町

幕
府
四
職
の
雄
、
さ
ら
に
は
本
領
播
但
の
地
が
背
中
合
わ
せ
な
ど
と
い
う
因
縁
か
ら
戦
国
百
数
十
年
も
の

間
攻
防
に
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
武
門
の
習
と
は
い
え
痛
ま
し
い
限
り
で
す
。

そ
れ
が
今
日
、
か
っ
て
先
祖
の
面
々
も
願
わ
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
和
解
提
携
と
い
う
機
運
に
遭

い
、
こ
こ
に
両
軍
慰
霊
の
供
養
塔
が
建
つ
の
で
す
。

さ
さ
や
か
な
碑
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
史
千
五
百
年
、
他
に
類
例
を
み
な
い
快
挙
で
は
海
い
で
し
ょ

う
か
。
ど
う
か
こ
れ
を
縁
と
し
て
、
た
だ
に
両
氏
末
窟
ば
か
り
で
は
な
く
、
世
の
多
く
の
方
々
に
、
人
間

の
生
き
ざ
ま
を
思
い
入
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
ね
が
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

供
養
塔
建
立
に
思
う

一

一

山
毛
常
套

侭
鯛
達
藩
溌
）

「



山
名
氏
と
赤
松
氏
と
が
、
播
磨
国
の
領
有
を
め
ぐ
っ
て
抗
争

を
繰
り
返
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
〃
嘉
吉
の
乱
〃
で
あ

る
。
こ
の
事
件
は
、
通
説
と
し
て
、
反
逆
者
は
赤
松
満
祐
で
、

犠
牲
者
は
将
軍
義
教
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
事
件
の
経
緯
を
仔
細
に
調
べ
て
み
る
と
、
ほ
ん
と
は
誰
が

犠
牲
者
で
あ
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
最
後
に
は
、
み
ん
な
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
宿

命
を
負
う
て
生
れ
あ
わ
せ
た
人
々
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
、
人

生
劇
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
感
慨
に
打
た
れ
る
の
で
あ

プ
（
》
◎

ほ
ん
と
の
犠
牲
者
は
誰
？

ｌ
嘉
吉
の
乱
の
再
検
討
Ｉ

〆‐

一
、
く
じ
引
き
で
き
ま
っ
た
将
軍
。

足
利
募
府
第
四
代
将
軍
義
持
は
、
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）

１

九
才
と
い
う
若
さ
で
将
軍
職
を
つ
い
だ
。
幸
い
斯
波
義
将
ら
の

補
佐
に
よ
っ
て
、
比
較
的
平
穏
な
生
活
を
送
っ
た
が
、
漸
く
職

に
飽
き
て
、
応
丞
一
干
年
（
一
四
一
三
）
そ
の
子
義
量
に
譲
り
、

出
家
し
て
道
詮
と
号
し
遊
楽
な
生
活
に
入
っ
た
。
し
か
る
に
義

量
は
生
来
虚
弱
な
体
質
の
上
に
、
酒
を
飲
み
過
ぎ
て
健
康
を
害

し
、
将
軍
職
二
年
、
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
僅
か
十
九

才
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
、
義
持
が
再
度
復
帰
し
て

政
務
を
み
た
が
、
こ
れ
も
三
年
で
、
正
長
元
年
正
月
（
一
四
二

八
）
死
ん
だ
。
四
十
三
才
で
あ
っ
た
。

ー

川

濱
一
廣

く



Ｆ
１
．
１
日
・

二
、
将
軍
義
教
の
性
格
。

Ｌ
人
に
は
厳
し
く
、
己
に
は
甘
い
。

今
ま
で
、
お
寺
の
中
で
ひ
っ
そ
り
仏
に
仕
え
る
修
業
の
生
活

が
、
一
夜
あ
け
る
と
、
日
本
一
の
権
力
者
の
座
に
着
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
変
化
の
大
き
さ
に
と
ま
ど
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

蕊
持
に
は
、
も
う
後
嗣
と
す
べ
き
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
弟

の
中
か
ら
選
ぶ
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
時
の
管
領
畠
山
満
家

は
、
諸
将
と
相
談
の
上
で
、
四
人
の
弟
Ｉ
い
ず
れ
も
早
く
出
家

し
て
寺
に
入
っ
て
い
た
ｌ
青
蓮
院
門
跡
義
円
・
大
覚
寺
門
跡
義

昭
・
梶
井
門
跡
義
承
・
香
厳
院
尊
満
を
、
六
條
八
幡
宮
に
集
め

た
。

満
家
が
、
し
か
め
面
で
、
四
人
に
向
い
、

「
唯
今
よ
り
ク
ジ
を
引
い
て
も
ら
い
ま
す
。
ク
ジ
に
当
っ
た

人
が
、
本
日
か
ら
六
代
将
軍
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
」

ク
ジ
に
当
っ
た
の
は
青
蓮
院
義
円
で
あ
っ
た
。
彼
は
名
も
義

教
と
改
め
て
将
軍
の
座
に
つ
い
た
。

そ
の
彼
が
、
第
一
に
手
を
つ
け
た
の
が
、
宮
中
に
於
け
る
風

紀
の
粛
正
で
あ
っ
た
と
い
う
。

当
時
の
宮
中
で
は
、
公
卿
と
女
官
た
ち
と
の
仲
が
ル
ー
ズ
に

な
っ
て
い
た
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
も
と
は
と
言
え
ば
、

前
将
軍
の
義
持
が
、
宮
中
に
入
り
び
た
っ
て
、
女
官
と
関
係
し

た
り
し
て
、
男
女
関
係
を
ル
ー
ズ
に
す
る
手
本
を
示
し
た
結
果

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

義
教
は
、
将
軍
宣
下
を
受
け
た
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
の

翌
年
五
月
に
、
宮
中
に
対
し
て
、

２

－
、
宿
直
の
女
官
と
、
近
侍
の
公
卿
と
は
、
席
を
混
合
し
て
は

な
ら
な
い
。

二
、
女
官
が
、
男
子
に
対
し
て
面
接
す
る
必
要
の
時
に
は
、
壁

を
隔
て
て
申
す
べ
し
。

と
厳
達
し
、
ち
ょ
っ
と
で
も
噂
の
立
っ
た
公
卿
達
を
厳
罰
に
処

し
た
と
い
う
。

当
時
の
こ
と
を
詳
し
く
記
録
し
た
『
後
鑑
」
の
、
永
享
六
年

六
月
十
二
日
の
頃
に
、

「
凡
そ
左
相
府
（
義
教
）
政
務
以
来
、
所
録
を
収
公
し
、
ま
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一

た
髄
居
を
命
ぜ
ら
れ
る
者
、
七
十
余
人
に
及
ぶ
」
と
あ
る
。

そ
の
内
訳
は
、
公
卿
五
十
八
人
、
僧
侶
十
三
人
、
女
官
四
人
、

計
七
十
五
人
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
。

東
坊
城
益
長
は
、
儀
式
中
に
失
笑
し
た
と
の
こ
と
で
、
所
領

二
ケ
所
と
り
上
げ
、
閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
、
侍
女
小
納

言
局
は
、
申
次
の
誤
り
で
、
髪
を
切
ら
れ
、
寺
へ
入
れ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
と
言
う
。

そ
れ
だ
け
、
他
人
に
対
し
厳
し
か
っ
た
義
教
自
身
の
女
性
関

係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
正
室
の
（
日
野
）
尹
子
の

外
に
、
九
人
の
側
室
が
あ
っ
た
と
い
う
。

関
白
殿
息
女
・
衛
門
亮
殿
・
小
宰
相
殿
・
洞
院
殿
息
女
・
北

向
様
・
小
弁
殿
・
左
京
太
夫
殿
・
日
野
鳥
丸
殿
・
尹
子
の
妹
日
野

重
子
の
九
人
で
あ
る
。

本
人
は
、
こ
ん
な
事
は
、
将
軍
の
特
権
で
あ
っ
て
他
人
か
ら

非
難
さ
れ
る
こ
と
で
な
い
と
己
惚
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

不
満
を
抱
く
人
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

果
た
せ
る
か
な
、
永
享
六
年
六
月
九
日
の
夜
、
日
野
中
納
言

の
邸
宅
に
賊
が
忍
び
入
り
、
正
室
尹
子
、
側
室
重
子
の
兄
、
義

資
を
殺
し
て
、
首
を
切
っ
た
者
が
あ
っ
た
。

え
て
し
て
、
他
人
を
責
め
る
こ
と
に
急
な
者
ほ
ど
自
分
に
甘

い
と
言
わ
れ
る
が
、
義
教
な
ど
は
、
そ
の
典
型
と
言
わ
ね
ば
な
ら

ら
な
い
。２

遊
び
好
き
の
、
美
食
好
き
。

公
卿
や
家
臣
、
弱
い
侍
女
な
ど
ま
で
叱
り
と
ば
し
重
い
罰
な

ど
加
え
な
が
ら
、
将
軍
は
何
を
し
て
い
た
か
と
言
う
と
、
毎
日

の
よ
う
に
、
寺
院
や
部
将
宅
に
出
向
い
て
接
待
を
受
け
て
い
た
。

試
み
に
、
『
後
鑑
」
の
永
享
十
一
年
六
月
の
項
を
の
ぞ
い
て

３

み
る
と
、

二
日
景
徳
寺

一
・

三
日
等
持
寺

六
日
相
国
寺

七
日
乾
徳
院

八
日
天
龍
寺
・

九
日
鹿
王
院
、
三
宝
院

十
一
日
瑞
雲
院

十
二
日
西
芳
寺
、
赤
松
満
祐
亭



十
三
日
鹿
苑
院

十
四
日
霊
鷲
寺

十
五
寺
正
持
庵

十
七
日
小
松
谷

十
八
日
清
水
寺

十
九
日
保
安
寺
・

二
十
日
霊
松
院

二
十
一
日
春
熈
軒
、
山
名
持
豊
亭

二
十
三
日
竜
雲
寺
、
赤
松
満
祐
亭

二
十
四
日
鹿
苑
寺

二
十
五
日
金
剛
院

二
十
六
日
泉
涌
寺

二
十
七
日
長
福
寺

二
十
八
日
雲
居
庵

二
十
九
日
細
川
持
之
亭

三
十
日
北
野
宮
寺
・

「
将
軍
お
成
り
」
と
あ
れ
ば
、
寺
院
で
も
、
部
将
亭
で
も
、

糟
い
っ
ぱ
い
も
て
な
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
毎
日
が
遊
楽
三
昧
、

こ
れ
で
は
、
本
職
と
し
て
の
将
軍
政
務
は
ど
う
な
っ
で
い
た
の

か
。
あ
き
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
不
思
議
な
の
は
、
今

月
二
回
ま
で
も
、
赤
松
満
祐
亭
に
出
向
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ａ
目
ざ
わ
り
の
者
に
は
強
圧

将
軍
義
教
に
と
っ
て
、
最
初
に
目
ざ
わ
り
に
な
っ
た
の
は
、

関
東
管
領
足
利
持
氏
で
あ
っ
た
。

関
東
管
領
と
言
う
の
は
、
足
利
尊
氏
が
、
長
子
義
詮
を
二
代

将
軍
と
す
る
と
共
に
、
次
子
基
氏
を
鎌
倉
に
置
い
て
、
関
八
州

を
統
括
さ
せ
た
の
が
始
め
で
、
後
に
は
、
奥
州
を
も
併
せ
統
治

４

さ
せ
た
も
の
で
、
相
当
有
力
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
基
氏
か
ら
四
代
目
が
持
氏
で
あ
る
。
義
持
将
軍
が
死
ん

で
、
後
嗣
が
な
い
事
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
持
氏
は
、
京
都

に
上
っ
て
将
軍
に
な
る
べ
く
、
内
々
運
動
も
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
彼
が
軽
率
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
畠
山
満

家
は
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
ク
ジ
ビ
キ
で
将
軍
を
き
め
て
し
ま

っ
た
。

不
満
や
る
方
な
い
持
氏
は
、
・
「
還
俗
将
軍
何
す
る
者
ぞ
」
と

軽
く
見
、
幕
府
の
命
令
に
対
し
て
も
、
し
ば
し
ば
反
抗
の
態
度

1

1

’



を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
持
氏
に
対
し
て
、
義
教
は
、
将
軍
の
威
光
を
見

せ
て
や
ろ
う
と
、
永
享
四
年
九
月
に
、
富
士
山
見
物
へ
と
駿
河

国
に
出
か
け
て
行
っ
た
。
供
奉
の
軍
勢
六
千
余
騎
、
昔
、
源
頼

朝
が
催
し
た
、
富
士
の
裾
野
の
巻
狩
に
も
優
る
も
の
で
あ
っ
た
。

持
氏
の
方
も
、
あ
く
ま
で
も
強
気
で
、
出
迎
え
も
し
な
け
れ

ば
、
一
行
に
加
わ
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

こ
ん
な
持
氏
に
対
し
て
、
執
事
の
上
杉
憲
実
は
、
い
ろ
い
ろ

諌
め
て
い
た
が
、
持
氏
は
聞
こ
う
と
し
な
い
。
だ
ん
ノ
、
二
人

の
仲
は
気
ま
ず
く
な
り
、
遂
に
永
享
十
年
八
月
、
決
裂
し
て
、

憲
実
は
、
領
国
上
野
国
白
井
に
走
っ
た
。
一
方
持
氏
は
、
憲
実

討
伐
の
軍
を
起
こ
し
た
。

憲
実
は
、
将
軍
に
対
し
て
、
救
援
方
を
懇
請
し
た
。

将
軍
義
教
は
、
時
こ
そ
来
た
れ
と
、
関
東
、
奥
羽
の
諸
将
に
、

持
氏
追
討
の
令
を
下
し
た
。

持
氏
は
、
幕
府
の
軍
に
攻
め
ら
れ
て
敗
れ
、
捕
わ
れ
て
、
鎌

倉
の
永
安
に
押
し
こ
め
ら
れ
た
。
執
事
の
上
杉
憲
実
が
、
助
命

の
歎
願
を
し
た
け
れ
ど
も
聴
き
入
れ
ら
れ
ず
、
永
享
十
一
年
二

一

月
十
日
、
自
害
し
て
果
て
た
。
四
十
二
才
で
あ
っ
た
。

持
氏
に
は
、
安
王
丸
、
春
王
丸
、
永
寿
丸
と
三
人
の
子
が
あ

っ
た
。
持
氏
の
残
党
が
、
こ
の
三
人
を
奉
じ
て
、
下
総
国
結
城

の
結
城
氏
朝
を
頼
り
、
関
八
州
の
豪
族
に
呼
び
か
け
て
、
反
旗

を
ひ
る
が
え
し
た
。

幕
府
は
、
す
で
に
隠
退
し
て
、
伊
豆
の
寺
に
入
っ
て
い
た
上

杉
憲
実
を
口
説
き
落
し
て
総
大
将
と
し
て
結
城
の
城
を
攻
め
さ

せ
、
城
遂
に
落
ち
、
氏
朝
ら
皆
戦
死
し
、
安
王
丸
ら
三
人
は
捕

え
ら
れ
、
永
享
十
三
年
（
改
元
し
て
嘉
吉
元
年
）
五
月
十
六
日

５

美
濃
国
垂
井
で
斬
ら
れ
た
。
安
王
丸
十
三
才
、
春
王
丸
十
一
才

－

そ
し
て
六
才
の
永
寿
丸
は
、
お
く
れ
て
処
分
さ
れ
る
筈
の
も
の

が
、
六
月
二
十
四
日
、
義
教
の
死
に
よ
っ
て
命
助
か
り
、
後
に

古
河
公
方
足
利
成
氏
と
な
っ
た
。

次
に
目
ざ
わ
り
に
な
っ
た
の
は
、
弟
の
大
覚
寺
門
跡
義
昭
で

あ
つ
・
た
。
も
と
も
と
こ
の
人
は
、
「
性
慈
仁
に
し
て
、
大
慶
量

の
人
物
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
が
、
ク
ジ
に

外
れ
、
異
母
兄
の
義
教
が
将
軍
に
な
っ
た
の
を
見
る
と
、
や
っ

ぱ
り
不
満
な
心
が
く
す
ぶ
り
始
め
、
永
享
九
年
七
月
、
寺
を
出
、
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京
都
も
捨
て
、
大
和
国
の
越
智
維
通
を
頼
り
反
旗
を
ひ
る
が
え

し
た
。義

教
は
、
四
職
の
一
人
、
一
色
義
貫
と
そ
の
兄
土
岐
持
頼
に

討
伐
を
命
じ
た
。
反
乱
軍
は
京
軍
に
敗
れ
越
智
は
斬
ら
れ
、
義

昭
は
九
州
へ
逃
れ
て
島
津
氏
を
頼
っ
た
が
、
義
教
の
憎
し
み
は

強
く
、
島
津
忠
国
に
命
じ
て
斬
ら
せ
た
。
嘉
吉
元
年
三
月
十
三

日
、
義
昭
は
、
三
十
七
才
、
短
い
生
涯
の
幕
を
閉
じ
た
。

次
に
義
教
に
よ
っ
て
理
不
尽
に
殺
さ
れ
た
の
は
、
一
色
義
貢

・
土
岐
持
頼
兄
弟
で
あ
る
。
こ
の
兄
弟
が
大
和
へ
討
伐
に
出
か

け
て
い
る
留
守
中
に
、
義
貫
の
夫
人
が
美
人
な
の
で
、
義
教
が

殿
中
に
召
し
た
と
こ
ろ
、
夫
人
は
カ
ゴ
の
中
で
自
刃
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
が
知
れ
る
と
都
合
が
悪
い
の
で
、
刺
客
を
向
け
て
、

軍
中
で
、
兄
弟
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

（
巷
間
で
は
、
義
教
は
、
一
色
義
貫
夫
妻
や
土
岐
持
頼
の
幽

霊
が
つ
き
ま
と
っ
て
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
と
噂
さ
れ
て
い
た

と
「
応
仁
略
記
」
に
あ
る
。
）

４
え
こ
ひ
い
き

権
力
の
座
に
あ
る
人
の
評
価
は
、
も
ち
ろ
ん
、
本
人
の
力
量

に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
が
、
第
一
義
で
あ
る
が
、
側
近
の
善

悪
に
よ
っ
て
、
相
当
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
、

阿
誤
迎
合
す
る
者
が
愛
せ
ら
れ
、
直
諌
す
る
者
は
し
り
ぞ
け
ら

れ
る
事
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

将
軍
義
教
も
、
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
彼
に
愛
せ
ら
れ
た
者
は
、

美
男
子
で
、
お
べ
っ
か
の
上
手
な
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

・
代
表
的
な
者
は
、
一
色
五
郎
に
赤
松
貞
村
で
あ
る
。

一
色
五
郎
教
親
は
、
伯
父
に
当
る
一
色
義
貫
が
、
将
軍
に
殺

さ
れ
た
後
、
そ
の
所
領
を
た
く
さ
ん
貰
っ
た
男
で
あ
る
し
、
赤

６

松
貞
村
も
、
永
享
十
二
年
の
三
月
に
、
一
族
の
赤
松
伊
予
守
義

雅
（
満
祐
の
弟
）
の
所
領
を
、
将
軍
が
と
り
上
げ
て
彼
に
与
え

た
も
の
で
あ
る
。
義
教
将
軍
が
、
赤
松
満
祐
邸
に
赴
い
た
時
も

も
ち
ろ
ん
随
従
し
て
行
っ
て
居
り
、
将
軍
が
殺
さ
れ
る
時
、
二

人
と
も
い
ち
早
く
逃
げ
出
し
て
い
る
。

三
、
赤
松
満
祐
と
言
う
人
物
。

法
雲
寺
蔵
の
赤
松
大
系
図
に
よ
る
と
、
赤
松
光
範
の
第
五
子

で
あ
っ
た
が
、
義
則
に
養
わ
れ
て
、
そ
の
職
を
つ
い
で
、
左
京
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応
永
十
八
年
～
二
十
年
に
か
け
て
は
、
幕
府
の
重
職
で
あ
る

侍
所
頭
人
に
な
っ
て
い
る
。
関
東
管
領
持
氏
叛
乱
の
時
な
ど
も

戦
功
を
建
て
て
い
る
。
し
か
し
、
将
軍
か
ら
は
、
毛
嫌
い
さ
れ

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
と
見
え
て
、
応
永
三
十
四
年
（
一
四

二
七
）
将
軍
義
持
が
、
満
祐
の
所
領
三
国
を
奪
っ
て
、
一
族
の

持
貞
に
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
怒
っ
た
満
祐
は
、

自
邸
に
火
を
つ
け
て
、
播
磨
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
義
持
は
、

細
川
持
元
・
山
名
満
熈
を
や
っ
て
討
た
せ
よ
う
と
し
た
が
、
諸

将
が
、
持
貞
の
驍
箸
無
礼
で
あ
る
こ
と
を
将
軍
に
訴
え
た
の
で
、

か
え
っ
て
持
貞
が
自
殺
し
た
の
で
、
満
祐
は
許
さ
れ
、
こ
れ
を

機
会
に
剃
髪
し
て
、
性
具
入
道
と
称
し
て
京
都
に
帰
っ
た
。

そ
の
後
も
、
正
長
元
年
Ｉ
永
享
四
年
ま
で
、
侍
所
頭
人
に
再

任
、
更
に
永
享
八
年
～
十
年
頃
に
三
任
、
幕
府
の
枢
要
の
地
位

に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
将
軍
と
は
ど
う
も
ウ
マ
が
合
わ
ず
、

義
教
は
、
持
貞
の
兄
満
貞
の
子
貞
村
を
偏
愛
し
て
、
又
々
所
領

を
奪
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
機
運
を
察
し
て
、
機
先
を
制
し
て
、

太
夫
、
大
膳
太
夫
、
毎

ね
た
実
力
者
で
あ
る
。

播
磨
・
備
前
・
美
作
三
国
の
守
護
職
を
兼
一
将
軍
殺
害
の
挙
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。

結
び

は
じ
め
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
義
教
と
満
祐
の
関
係
は
、

相
性
が
悪
く
て
〃
嘉
吉
の
乱
勿
と
い
う
劇
を
演
じ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
人
間
的
に
は
、
満
祐
の
方
が
、
き
ま
じ
め
で
、
幕
府
を

支
え
る
人
材
で
あ
っ
た
の
に
、
偏
質
性
格
の
将
軍
の
た
め
に
、

窮
地
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
〃
窮
鼠
が
猫
を
咬
“
ん
だ
わ
け
で
あ

っ
た
と
思
う
。

一

7 １



































































































































































一
一
一
一
一

一

一
一
一
一

一
一

－

気‘ ~ ー＝雲－＝
一

一 一ｮ

ト9p
一4■

一 一

一一四･全二m

＊ b p 籾
屯1

ー－▲-－｡■

一
一

一
一
一

ー

一

菖臺菫琴壽雲琴三雲三
一

一一
一 ー一

一
一
一

一
字

ごE

一一二三g令“

一
一
一
一
》

》
一
両
一
一

一

一
一

一

垂一

鐘

h~

ー

－ －ー一一一
一‐ﾆｰ君-ロー一Cー

＝ __一・ ﾆ ｰ ｰ ｰ ｰ ﾐ 7 一 一 一

一一

一一
一

一

一
一戸

一
一
一

一
一
一

一一

一

一
》

司

一
威
し…可qq

一 ■

一一一

一一一

二 - - 口 一 一 四 三 - 二 一 一 一 _ ， 二 画 ~ －

一P一＝ー＝一 凸
ニーー


	表紙
	序にかえて（金井元彦）
	供養塔建立に思う（山名晴彦）
	ほんとの犠牲者は誰－嘉吉の乱再検討（川濱一廣）
	歴史は生きている（田中一郎）
	佐治のやまんどさん（中島憲仁）
	有感　山名赤松和解式（萩原初治）
	赤松軍と山名軍の合戦史（宮田靖國）
	中世備後国と山名氏（山名年浩）
	山名・赤松両氏の黄昏（吉川広昭）
	山名赤松両軍陣歿諸霊供養塔建立の記（事務局）
	あとがき

